新企業立地促進補助金交付申請に必要な付属書類
　①新設工場等建設概要
　　・配置図、立面図、平面図をＡ３以下に縮小して添付。

　②用地の取得及び面積を証する書類

　　・土地売買契約書（写）（民有地は登記簿謄本を添付）
　③固定資産投資額の一覧表及び取得価格を証する書類
　（１）固定資産投資額の一覧表
　（２）取得価格が確認できる書類
　　　→契約書、請書、出来形設計書（見積書）、請求書、支払証拠書類
　　・賃借するものは投資額に含めない。

　　【支払証拠書類について】

　　　　◎第三者(金融機関など)を通した現金での決済が確認できる書類。

　　　　（銀行振込書、通帳等の写など支払が確認できるもの。廻し手形、現金払いは原　　

　　　　　則不可）

　　　　◎手形での支払の場合は、交付申請時点までに決済が完了しているもの

　　　　（小切手帳の控えの写、当座預金照合表など決済が完了したことが確認できる金　　

　　　　　融機関が発行した書類。）
　　<設備等（償却資産）>

　　　　償却資産申告書（控）の明細書（取得金額欄があるもの）

　　　　←控をとっていない場合は、所在市町村で償却資産の課税証明を取得すれば

　　　　　明細がもらえます。

　④新規常用雇用者一覧

　　・立地決定日以降若しくは売買契約日以降、交付申請日までに採用された新規常用雇　

　　　用者を一覧表形式で記載。

　　・健康保険及び雇用保険の通知（写、雇用年月日が確認できるもの）を添付
　　　例：『健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書』の写

　　　　　『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書』の写　　　　　　　　　　　など
　⑤新設工場等建屋一覧表

　　・建物名(用途別)、構造、延床面積、建築面積

　⑥申請時前３ヶ年分の営業報告書及び事業税納税証明書
　　※事業税納税証明書についても、申請時前３ヶ年分が必要となります。

　⑦県内の工場等移転の場合は、用途廃止する固定資産額等に関する資料

　⑧公害防止対策の概要
　　・公害防止協定を締結していればその写
　　・環境保全計画書、市町村の環境保全条例に基づく届出書等

　⑨市町村への補助金交付申請書の写

　⑩土地及び建物に係る固定資産評価額証明書（市町村発行のもの）

※不明な点がありましたら企業誘致・投資促進課（担当：眞田　086-226-7374）までお問い合わせ願います。
